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な事業の運営が図られるよう努めるも  

・4 事業内容 （1）認知症介護実践研修  実践研修  

蔀道南東等、市町村及び都道府県知事又は市町村長が指  
定する法人が実施するものとする  

る場合には、指  なお、本研修を、指定する法人が実施す  

町村長に提出させ、審査するものとする。  
② 研修対象者  塑 研修対象者  
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介護保険施設t事業者等に従事する介護職員等であっ  
て、実施主体の長が適当と認めた者とする。  

介護保険施設・事業者等に従事する介護職員等であって、   
実施主体の長が適当と認めた者とする。  

豊 実施内容  
研修対象者に対して、認知症介護に関する実践的な知識   

及び技術を修得するための研修を実施する。  
③ 実習施設  

③ 実施内容  
研修対象者l  対して、認知症介護に関する実践的な知識   t

－
 
 及び技術を修得するための研修を実施する。  

堕 実習施設  
介護保険施設・事業者等が有する施設であって、実施主   

体の長が適切に研修を行うことができると認められるもの。  
事業者等が有する施設であって、実施主  介護保険施設  

体の長が適切に研修を行うことができると認められるもの  
④ 受講の手続等   

ア 酢希望  

施設・事業者  
町村の長  
て、実施  

ものとする  
イ 実施主体の長は、受講の申込みに基づき、受講者を決  

定する。  
⑤ 修了証書の交付等   

ア 実施主体の長は、研修修了者に対し、別途定める様式  

に準じ修了証書を交付するものとする。   

イ 実施主体の長は、研修修了者について、修了証書番号、  

修了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記載した名簿  

を作成し、管理する。  
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ウ 本事業の一部を受託して実施する介護保険施設  

者等は、本事業にかかる経理と他の事業にかかる経理と  
を明確に区分するものとする。   

（2）認知症対応型サービス事業開設者研修（略）  （2）認知症対応型サービス事業開設者研修（略）   

（3）認知症対応型サービス事業管理者研修（抄）  
① 研修対象者  

指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模   
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（4）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（抄）  
① 研修対象者  

指定小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者又   

は計画作成担当者になることが予定される看であって、認   
知症介護実践研修における実践者研修（旧基礎課程を含む）   
を修了している看であって、別途定めるところにより実施   
主体の長が適当と認めたものとする。  

（4）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（抄）  
① 研修対象者  

指定小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者又   
は計画作成担当者になることが予定される看であって、認   
知症介護実践研修における実践者研修（旧基礎課程を含む）   
を修了している看であって、別途定めるところにより実施   
主体の長が適当と認めたものとする。   

（5）認知症介護指導者養成研修  
研修対象者  
次のア～りのすべてを満たす者のうち、実施主体の長が  
当掟 

師、雷  
士、作業療法士、社会福祉士  

若しくは精神保健福祉士の  
はこれに準ずる者  

イ（ア） 介護保険施設  
において介護保険施設・事  
も含む。）  

（イ） 福祉系大学や養成学校等で指導的立場にある者  

申しれ株実開  

画し、又は講師  

臥 
者．こ対して、認知症介護．こ関する専門的な知識  

－
↓
¢
－
 
 

及び技術並びに高齢者介護実務者に対する研修  
作成方法及び教育技術の修得を目的として  の実施施設  
において実施される認知症介護指導者養成研修を受講させ  
るものとする。  

⑨ 実施施設  
認知症介護研究・岬施設  

④ 受講手続等  
受講の手続等については、認知症介護研究・研修センタ  

－が定める研修要項に拠るものとする。  
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認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について（平成18年3月31日老計発第0331007号）  

改正後（案）  改正前  

老計発第0331007号  
平成18年3月 31日  

民生主管部（局）長 殿  

老計発第0331007号  
平成18年3月 31日  

民生主管部（局）長 殿  
都道府県  
指定都市  

都道府県  
指定都市  

厚生労働省老健局計画課長  厚生労働省老健局計画課長  

認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について  認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について  
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は、認知症介護の理念、知識及び技術を修  
をねらいとする。  
は、原則として身体介護に関する基本的知  

修
と
者
 
 

修
 
 

は、認知症介護の理念、知識及び技術を修  

とをねらいとする。  
象者は、原則として身体介護に関する基本的知  イ 研修  

修得している看であって、．概ね実務経験2年  術  識・技術を修得している看であって、概ね実務経験2年  
程度の者とする。  度の者とする。   
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ウ 研修は、講寿・演習形式及び実習形式で行うものとす   

る。  
エ 標準的な研修時間及び研修カリキュラムは、別紙1   

（1）アのとおりとする。  

ウ 研修は、講義・演習形式及び実習形式で行うものとす   
る。  

エ 標準的な研修時間及び研修カリキュラムは、別紙1   
（1）アのとおりとする。  
実施主体は、これを参考として、それぞれの地域の実 実 都道府県等は、これを参考として  の
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は介護保険法第41条に規定する指定居宅サ  は介護保険法第41条に規定する指定居宅サ  
ス事業者及び介護保険法第42条の2に規定する指定   業者及び介護保険法第42条の2に規定する指定  

域密着型サービス事業者等（以下「介護保険施設・事  地域密着型サービス事業者等（以下「介護保険施設・事   
業者等」という。）において介護業務に概ね5年以上従   
事した経験を有している看であって、実践者研修を修了   
し1年以上経過している者とする。  

り 研修は、講義・演習形式及び実習形式で行うものとす   
る。  

エ 標準的な研修時間及び研修カリキュラムは、別紙1  

業者等」という。）において介護業務に概ね5年以上従   
事した経験を有している看であって、実践者研修を修了   
し1年以上経過している者とする。  

り 研修は、講義・演習形式及び実習形式で行うものとす   
る。  

エ 標準的な研修時間及び研修カリキュラムは、別紙1   
（1）イのとおりとする。  
都道府県等は、これを参考として、それぞれの地域の  

のとおりとする  
それぞれの地域の実  

成するものとする。  実情に応じて、研修カリキュラムを作成するものとする  こ応じて  
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2 認知症対応型サービス事業開設者研修（略）   

3 認知症対応型サービス事業管理者研修（略）   

4 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（略）   

5 認知症介護指導者養成研修  

2 認知症対応型サービス事業開設者研修 く略）   

3 認知症対応型サービス事業管理者研修（略）   

4 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（略）  



イ 研修対  象者  て、要綱サ（5）①アの「これに準ず  に
一
す
 
 

つ
 
 
 

る者」を選 
ととする。   

る際には、厚生労働省に事前に協議するこ  

巳て」（平成12年10月2与日考計第43号厚生省  老人保健福祉  

エ  

一連の研修期間の途中あ  

るいは研修期間終了後に  約4週間程度の職場研修期  
設定し、別紙1（5）に定  める「職場研修  」の課題  
について、レポートを作成  提出させることと  

オ 標準的な研修  は
 
 

ム
 
 

ー
フ
 
 

ユ
 
 

キ
 
 

■
ノ
 
 
 

カ
 
 
 

する。  
力‾首領4  （5）⑤アの修了証書の様式は、別紙2  弓

∞
ふ
－
 
 

（2）の  
とおりとする  

フォローアップ研修  

フォローアップ研修については、要綱4（旦）に定められて  
るところであるが、その詳細については次によることとす  

フォローアップ研修   
フォローアップ研修については、要綱4（旦）に定められて  

いるところであるが、その詳細については次によることとす  い
る
ア
 
 

る
 
 、

に
修
の
こ
看
護
間
 
は
と
を
斬
る
象
介
日
 
 

修
ご
等
最
え
対
症
5
 
 

研
間
法
て
整
修
知
、
 
 

本
期
方
し
を
研
認
は
 
 
 

定
導
対
制
 
 
問
 
 

認
最
得
認
と
ま
研
 
 

症
の
せ
症
ね
 
 

知
新
さ
知
を
 
 

一
指
に
体
 
 

、
や
者
な
 
 

し
識
業
う
 
 

対
知
従
よ
 
 

に
な
護
る
 
 

者
的
介
き
 
 

7
門
の
で
 
 

修
専
練
達
 
 

修
る
l
伝
 
 

研
す
第
に
 
 

成
関
、
確
 
 

養
に
り
的
 
 

看
護
よ
を
 
 

導
介
に
術
 
 

指
症
と
技
 
 

護
知
こ
護
 
 

介
認
る
介
 
 

ア 本研修は、認知症介護指導者養成研修修了者に対し、一   
定期間ごとに最新の認知症介護に関する専門的な知識や指  
導
対
制
 
 

方法等を修得させることにより、第一線の介護従業者に  
知
を
、
 
 

認
と
は
 
 

の
こ
者
 
 

斬
る
象
 
 

最
え
対
 
 

て
整
修
 
 

症
ね
 
 

介
ら
綱
研
 
 

護  術
す
5
う
 
 

技
と
（
セ
 
 

し
を
研
認
 
 

を的確に伝達できるような体   
らいとする  

看
る
 
 
 

る
け
 
 
 

め
お
 
 
 

定
に
 
 

0
に
一
 
 

タ
 
 

る
）
 
 

い
4
修
 
 

イ
ウ
 
 

要綱4（旦）に定める者とする。  
究                    ・研修センターにおける標準的な研修期  

イ
ウ
 
 

要  とする。  
標準的な研修期  知症介護研究  
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する。   
オ 要綱4（旦）⑤アの修了証書の様式は、別紙2（2）の  

とおりとする。   

6 認知症介護研修推進計画（略）  

工 標準的な研修カリキュラムは、別紙1（6）のとおりと  
する。   

オ 要綱4（旦）⑤アの修了証書の様式は、別紙2（2）の  
とおりとする。   

7 認知症介護研修推進計画（略）  
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○ 認知症高齢者グループホームに関する調査結果について  

（老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室調べ）  

平成19年10月1日現在における認知症高齢者グループホームの現状について、各都道府県   
を通じ市町村から報告のあったデータを取りまとめた結果は、次のとおりである。  

9，026 事業所  1指定事業所数   

総ユニット数   

総定員数  

14，984 ユニット  
817 人  

（参考）昨年度指定事業所数：8．528事業所（平成18年10月1日現在）  

2 法人種別×事業所数  

法人種別  事業所数   ユニット数   
（参考）昨年度  

定員数  指定事業所数（注）   

社会福祉法人  1，990   3，023   26，698   1，860   

医療法人  1，644   2，923   25，999   1，572   

営利法人  株式会社   2，130   3，949   35，240   1，958  

有限会社   2，637   4，219   37，326   2，554   

NPO法人  482   658   5，697   449   

その他  143   212   1，857  135   

不明  0   
0   

計  9，026   14，984   132，817   8，528   

注 昨年度指定事業所数は、平成18年10月1日現在。  

3 併設施設の種別  

施設種別   事業所数   

特養＋．通所＋認通   30   

特養＋老健＋適所   6   

老健＋通所   15   

老健＋医療   56   

適所＋医療   42   

適所＋認通   35   

適所＋小規模   10   

その他   311   

合計   2，寧05   

施設種別   事業所数   

特養   272   

老健   189   

医療   159   

適所   910   
認通   149   

小規模   180   

特養＋老健   13   

特養＋通所   128  

注1表中の「特養」は特別養護老人ホーム、「老健」は老人保健施設、「医療」は  
病院・診療所、「適所」は適所介護、「小規模」は小規模多機能型居宅介護事業  
所、「認通」は認知症対応型適所介護を指す。   

2 「その他」は、ケアハウス、有料老人ホーム、養護老人ホームなどのほか、  
上記表中以外の組み合わせである。  

ー85－   



4 建物形態  

形態   事業所数   

単独型   6，513   
併設型   2，505   

不 明   8   

合計   9，026   

5 家賃月額  

家賃（月客員）   事業所数   

10，000円未満   243   

10，000円以上20，000円未満   646   

20，000円以上40，000円未満   3，513   

40，000円以上60，000円未満   2，474   

60，000円以上80，000円未満   1，319   

80，000円以上100，000円未満   213   

100，000円以上150，000円未満   74   

150，000円以上200，000円未満   4   

200，000円以上   

分類不能   533   
計   9，026   

注 「分類不能」とは、居室によって家賃に差があるもので2つ以上の区分に   
またがるもの、不明、光熱水責込み等である。  

1事業所当たり平均線（月額） 41，107円  

（「分類不能」は平均額の算出から除く。）  

6 入居一時金  

入居一時金（保証金）   事業所数   

200，000円未満   1，510   

200，000円以上 400，000円未満   1，248   

400，000円以上 600，000円未満   225   

600，000円以上 800，000円未満   44   

800，000円以上1，000，000円未満   16   

1，000，000円以上   39   

無し   3，791   

分類不能   2，153   
計   9，026   

注 「分類不能」とは、入居一時金（保証金）の設定に金額の幅があるもので、2つ   
以上の区分にまたがるものなどである。  

1事業所当たり平均額 238，957円  

（「無し」・「分類不能」は平均額の算出から除いてある。）  
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7 食材料費  

食材料費（月額）   事業所数   

10，000円未満   2   

10，000円以上20，000円未満   

20，000円以上30，000円未満   1，618   

30，000円以上40，000円未満   5，128   

40．000円以上50．000円未満   1，853   

50，000円以上60，000円未満   186   

60，000円以上   59   

分類不能   108   
計   9，026   

注1 日額で設定しているものについては1ケ月当たり30．4日で計算。   
2 「分類不能」とは、実費としているもの、不明、光熱水貴込み等である。  

1事業所当たり平均額（月額） 34，946円  

（「分類不能」は平均額の算出から除いてある。）  

8 光熱責  

光熱水煮（月額）   事業所数   

5，000円未満   469   

5，000円以上10，000円未満   1，379   

10，000円以上15，000円未満   1，642   

15，000円以上20，000円未満   2，231   

20，000円以上25，000円未満   1，163   

25，000円以上30，000円未満   289   

30，000円以上   212   

分類不能   1，641   
計   9，026   

注1「分類不能」とは、実責、不明、家賃等に含まれるもの等である。   

・1事業所当たり平均額（月額）14，317円  

（「分類不能」は平均額の算出から除いてある。）  

9 介護支援専門員の資格を有する計画作成担当者の有無  

事業所数   

1名以上いる。   8，829   

1名もいない。   197   

合   計   9，026   
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10 看護職員の配置状況  

事業所数   

看護師又は准看護師を配置している事業所   4，051   
看護師又は准看護師を配置していない事業所   4，975   

計   9，026   

11 看護職員確保に係る契約先について  

事業所数   

訪問看護ステーション   1，090   

病院・診療所   1，169   

訪問看護ステ・－ション＋病院・診療所   53   

その他   144   
計   2，456   

12 医療連携体制加算の実施状況について  

事業所数   

医療連携体制加算をとっている   5，220   
医療連携体制加算をとっていない   3，806   

計   9，026   

13 運営推進会議の状況  

事業所数   

運営推進会議を開催している事業所数   8，026   
運営推進会議を開催していない事業所数   1，000   

合  計   9，026   

14 質の向上  

事業所数   

今年度、研修を受講させた（させる予定のある）事業所   5，855   
今年度、研修を受講させていない事業所   3，171   

計   9，026   

注 ここでいう研修とは、認知症ケアに関する研修をいい、具体的には下記のような   

研修等を対象としている。   

・認知症介護指導者研修   
・認知症高齢者グループホーム管理者研修   

・実践者研修   

・実践り一ダー研修、等  

15 新規サービス対応状況について  

事業所数   

認知症対応型通所介護（共用型）   520   

短期利用共同生活介護   938   
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16 都道府県別高齢者人口（1000人当たり）に対するグループホームの定員数の割合  

グループホーム  

No．   都道府県名   高齢者人口  
定員数  

高齢者人口比  
（a）  

（b）  

（1，000人当たり）  
（b）／（a）＊1000   

北  海  道   1，205，692   11，624   9．6   

2  青  森  県   326，562   4，496   13．8   

3  岩  手  県   339，957   1，103   3．2   

4  宮  城  県   470．512   2，430   5．2   

5  秋  田  県   308，193   2，011   6．5   

6  山  形  県   309．913   1，645   5．3   

7  福  島  県   474，860   2，086   4．4   

8  茨  城  県   576，272   4，286   7．4   

9  栃  木  県   390，896   1，118   2．9   

10  群  馬  県   416，909   2，371   5．7   

埼  玉  県   1，157，006   4，799   4．1   

12  千  葉  県   1，060，343   3，934   3．7   

13  東  都   2，295，527   3，657   1．6   

14  神  奈  川  県   1，480，262  7，446   5．0   

15  新  潟  県  580，739   1，809   3．1   

16  富  山  県   258，317   974   3．8   

17  石  川  県   245，739   2，190   8．9   

18  福  井  県   185，501   506   2．7   

19  山  梨  県   193，580   586   3．0   

20  長  野  県   521，984   1，665   3．2   

21  岐  阜  県   442，124   2，963   6．7   

22  静  岡  県   779，193   4，107   5．3   

23  愛  知  県   1．248，562   4，956   4．0   

24 E 圭  県   400，647   1，763   4．4   

25  滋  賀  県   249，418   955   3．8   

30  和  歌  山  県   

31  鳥  取  県   146，113   897   6．1   

32  島  根  県   201，103   1，238   6．2   

33  岡  山  県   438，054   3，806   8．7   

34  広  島  県   600，545   3，733   6．2   

35  山  口  県   373，346   1，684   4．5   

36  徳  島  県   197，313   2，153   10．9   

37  香  川  県   235，508   1，416   6．0   

38  愛  媛  県   351，990   3，999   11．4   

39  同  知  県   206，375   1，766   8．6   

40  福  岡  県   997，798   7，176   7．2   

41  佐  賀  県   196，108   1．826   9．3   

42  長  崎  県   348，820   4，687   13．4   

43  熊  本  県   437，244   1，895   4．3   

44  大  分  県   292，805  1，253   4．3   

45  宮  崎  県   270，586   1，728   6．4   

46  鹿  児  島  県   434，559   4，436   10．2   

47  沖  縄  県   218．897   423   1．9  

注1 高齢者人口は、総務省統計局「平成17年国勢調査 第1次基本集計結果」より。  

注2 「高齢者人口比」の合計欄は、全国平均値。  
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